
令 和 ７ 年 度 税 制 改 正 要 望 事 項 （ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ） 

（厚生労働省医政局総務課、医療経営支援課） 

項 目 名 
社会医療法人、特定医療法人、認定医療法人、福祉病院事業法人、オ

ープン病院事業法人及び厚生農業協同組合連合会の収入要件の見直し 

税 目 所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税 

要

望

の

内

容 

 社会医療法人、特定医療法人、認定医療法人、福祉病院事業法人、オープン

病院事業法人及び厚生農業協同組合連合会（以下「社会医療法人等」とい

う。）は、税制上の優遇措置を受けることから、公的な運営を担保する要件が

課されており、その中の一つに「全収入金額（※）に占める社会保険診療等に

係る収入金額の割合が一定を超えること」とする要件（以下「収入要件」とい

う。）がある。 

 この収入要件について、社会医療法人等が開設する医療機関が医療政策上必

要な医療を提供することで国や自治体等から受け取る補助金等の多寡が要件の

充足に影響を与えないよう、「社会保険診療等に係る収入金額」に「医療保健

業に係る補助金等（施設整備等に係る補助金は除く。）」を加えることとする

ほか、法人が行う医療保健業に係る非営利性を確保する観点から「全収入金

額」を「医療保健業に係る収入金額（経常的な収入のうち事業活動にかかるも

のに限る。）」とする等の見直しを行う。 

 

（※）厚生農業協同組合連合会の場合は、全収入金額ではなく、事業収益の

額。 

 

＜関係条文＞ 

・社会医療法人：医療法施行規則第 30 条の 35 の３第１項第２号イ、ロ、二 

・特定医療法人：租税特別措置法施行令第 39 条の 25 第 1 項第 1 号に規定す

る厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準（厚生労働省告示）一イ、

ハ 

・認定医療法人：医療法施行規則第 57 条の２第１項第２号イ、ハ 

・福祉病院事業法人：法人税法施行規則第６条第７号に規定する厚生労働大臣

の定める基準（厚生労働省告示） 

・オープン病院事業法人：法人税法施行規則第５条第６号に規定する厚生労働

大臣の定める基準（厚生労働省告示）一 

・厚生農業協同組合連合会：法人税法施行規則第五条の二第一項第三号に規定

する厚生労働大臣及び農林水産大臣の定める基準（厚生労働省農林水産省告

示）一 
 
 

 

 平年度の減収見込額  ― 百万円 

(制度自体の減収額) 
(特定  ▲14億円 
認定  ▲60億円) 

(改 正 増 減 収 額) (  ― 百万円) 
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新

設

・

拡

充

又

は

延

長

を

必

要

と

す

る

理

由 

⑴ 政策目的 

社会医療法人等が開設する医療機関が、医療政策上必要な医療を提供する

ことにより国や自治体等から補助金等を受け取る場合であっても、法人認定

等の継続に支障を来さないようにするとともに、社会医療法人等が行う医療

保健業の非営利性を確保することで、地域における必要な医療提供体制を確

保する。 

⑵ 施策の必要性 

地域医療は、社会医療法人等が開設する医療機関を含め、各医療機関の機

能分担と連携により支えているものであり、地域における必要な医療提供体

制を確保するためには、社会医療法人等が開設する医療機関が、医療政策上

必要な医療を提供することにより国や自治体等から補助金等を受け取る場合

であっても、収入要件の充足に影響しないようにする必要がある。 

また、社会医療法人等が行う医療保健業の非営利性を確保するために、

「全収入金額」を「医療保健業に係る収入金額（経常的な収入のうち事業活

動に係るものに限る。）」とする。 

 

 

 

今

回

の

要

望

（

租

税

特

別

措

置

）

に

関

連

す

る

事

項 

合 

理 

性 

政 策 体 系 

に お け る 

政策目的の

位 置 付 け 

基本目標Ⅰ 安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健
康づくりを推進すること 
 
施策大目標１ 地域において必要な医療を提供できる体制を

整備すること 
 
施策目標１－１ 地域医療構想の推進等を通じ、新興感染症

等への対応も含めた質の高い効率的な医療提供体制を整備する
とともに、在宅医療・介護連携を図り、地域包括ケアシステム
を構築すること 
 

政 策 の 

達成目標 

社会医療法人等が開設する医療機関を含め、地域における必

要な医療提供体制を確保する。 

社会医療法人等が行う医療保健業の非営利性を確保する。 

 

 

租税特別措

置の適用又

は延長期間 

社会医療法人制度、特定医療法人制度、オープン病院事業法

人制度、福祉病院事業法人制度、厚生農業協同組合連合会制度

の終了時まで。 

 認定医療法人制度は、令和８年 12月 31日を期限とする。 

 
 

 

同上の期間

中 の 達 成 

目 標 

社会医療法人等が開設する医療機関を含め、地域における必

要な医療提供体制を確保する。 

 社会医療法人等が行う医療保健業の非営利性を確保する。 

 

 

 

 

政策目標の

達 成 状 況 
― 
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有 

効 

性 

要 望 の 

措 置 の 

適用見込み  

社会医療法人     ：361法人 

特定医療法人     ：313法人 

認定医療法人     ：957法人（累計）  
福祉病院事業法人   ：35 法人（令和６年７月の調査によ

り把握した数） 
オープン病院事業法人 ：49 法人（令和６年７月の調査によ

り把握した数） 
厚生農業協同組合連合会：33法人 

※令和６年３月末時点の法人数 
 

要望の措置

の効果見込

み(手段とし

ての有効性) 

社会医療法人等が開設する医療機関が医療政策上必要な医療

を提供することにより国や自治体等から受け取る補助金等の多

寡が、収入要件の充足に影響しないようになる。 

また、社会医療法人等が行う医療保健業の非営利性を確保で

きる。  
 

相 

当 

性 

当該要望項 

目以外の税 

制上の措置 

地方税についても同様の要望を行っている。 

予算上の 

措置等の 

要求内容 

及び金額 

 ― 

 

上記の予算 

上の措置等 

と要望項目

と の 関 係 

 ― 

要望の措置 

の 妥 当 性 

医療政策上必要な医療の提供により国や自治体等から受け取

る補助金等が、収入要件の充足に影響することは不適当である

ため、社会医療法人等が行う医療保健業の非営利性を確保する

ことを含めて、収入要件を見直すことは妥当である。 

こ
れ
ま
で
の
租
税
特
別
措
置
の
適
用
実
績
と
効

果
に
関
連
す
る
事
項 

租税特別 

措 置 の  

適用実績 

社会医療法人     ：361法人 

特定医療法人     ：313法人 

認定医療法人     ：957法人（累計） 
福祉病院事業法人   ：35 法人（令和６年７月の調査によ

り把握した数） 
オープン病院事業法人 ：49 法人（令和６年７月の調査によ

り把握した数） 
厚生農業協同組合連合会：33法人 

※令和６年３月末時点の法人数 
 

 

租特透明化

法に基づく

適 用 実 態 

調 査 結 果 

租税特別措置法第 67条の２、第 68 条の 100 
特定の医療法人の法人税率の特例［法人税関係］ 

（適用件数） （適用総額） 
令和２年度     200件        35,003百万円 
令和３年度     195件        40,422百万円 
令和４年度     176件        33,751百万円 
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租税特別措

置の適用に

よ る 効 果 

(手段として 

の有効性) 

社会医療法人等が開設する医療機関が、下記の役割を果たす

ことに加え、国や自治体等と連携して医療政策上必要な医療を

提供することができる。 

 

社会医療法人：救急医療等確保事業を一定程度行うこと等を

要件に都道府県知事が認定する制度であり、地域において必要

不可欠な医療の提供体制の確保・充実に寄与している。 

特定医療法人：社会保険制度の下で国民に対して医療サービ

スを普遍的に提供する主体として国税庁長官が承認するもので

あり、救急医療の提供など地域において一定の役割を果たして

いる。 

認定医療法人：「持分なし医療法人」への移行に関する計画

を厚生労働大臣が認定する制度であり、「持分」による法人運

営上のリスクが払拭され、地域医療の安定性の確保に寄与して

いる。 

福祉病院事業法人：無料又は低額な料金で診療を行う病院事

業を行うこと等の一定の要件を満たした法人を厚生労働大臣が

証明するものであり、地域医療において生活保護者等への適切

な医療提供体制等の維持に寄与している。 

オープン病院事業法人：当該法人の開設する病院又は診療所

が当該地域内の全ての医師又は歯科医師の利用に供されること

や、公的に運営され、かつ、地域における医療の確保に資する

法人として厚生労働大臣が証明するものであり、地域医療の安

定性の確保に寄与している。 

厚生農業協同組合連合会：医療法第 31 条に規定する公的医療

機関の開設者として、農村地域における保健・医療を担ってお

り、地域において必要不可欠な医療の提供体制の確保・充実に

寄与している。 
 

前回要望時 

の達成目標 
 ― 

前回要望時 

からの達成

度及び目標

に達してい

ない場合の

理 由 

 ― 

これまでの 

要 望 経 緯 

・H30 年度税制改正要望 

助産、介護事業、予防接種に係る収入金額を社会保険診療等

に係る収入金額に追加。 

・H31年度税制改正要望 

障害福祉サービスに係る収入金額を社会保険診療等に係る収

入金額に追加。 
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